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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の
一部改正について

平成２９年６月２３日
総務省総合通信基盤局
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電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日
（公布の日（平成29年５月12日）から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日）

施行期日

諮問の概要

本年４月に成立した「電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律」（平成29年法律第27号）
の施行に必要な省令等の改正のうち、電気通信事業法における端末機器の技術基準適合認定で
使用する測定器その他の設備（以下「測定器等」という。）の較正又は校正（以下「較正等」という。）
の期間に関する規定の整備について諮問するものである。

※ 測定器等の「較正」： 国家標準器（情報通信研究機構が所有する周波数標準原器等）が示す値と被較正測定器等が示す値の差を測定し、被較
正測定器等が正しい値を示すよう調整すること。（「校正」は、調整を含まない。）
測定器等は、周辺温度等の環境変化や測定器等自体の経年的な品質変化により、測定値等に誤差が発生する。何もしなければこの誤差は大き
くなるため、定期的に較正等を行い、常に正しい値を示すよう精度を維持することが必要となる。

背景と改正の概要

近年、デジタル化や部品性能の向上等によって測定器等は、回路の構造が簡素化され、優れた性能
を有するようになってきており、 そのような測定器等では、較正等を受けてから１年を超えても精度が維
持できるようになってきている。
このような状況を踏まえ、「電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律」において、登録認定

機関が使用する測定器等のうち、優れた性能を有する測定器等として総務省令で定めるものは、較正
等の期間を、１年を超え３年を超えない範囲内で総務省令で定めることとされたため、省令委任事項を
定めるほか、所要の規定の整備を行うものである。
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○
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

第
五
条
の
二 

法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
測
定
器
そ

の
他
の
設
備
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
製
造
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

十
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
と
し
、
同
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

測
定
器
そ
の
他
の
設
備 

期
間 

一 

電
圧
電
流
計
で
あ
っ
て
、
被
測
定
信
号
を
デ
ジ
タ
ル
変
換
し
て

演
算
処
理
し
、
か
つ
、
測
定
値
を
デ
ジ
タ
ル
表
示
す
る
機
能
を
有

す
る
も
の 

二
年 

二 

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
分
析
器
で
あ
っ
て
、
被
測
定
信
号
を
デ
ジ
タ

ル
変
換
し
て
演
算
処
理
し
、
か
つ
、
測
定
値
を
デ
ジ
タ
ル
表
示
す

る
機
能
を
有
す
る
も
の 

二
年 

三 

絶
縁
抵
抗
計
で
あ
っ
て
、
被
測
定
信
号
を
デ
ジ
タ
ル
変
換
し
て

演
算
処
理
し
、
か
つ
、
測
定
値
を
デ
ジ
タ
ル
表
示
す
る
機
能
を
有

す
る
も
の 

二
年 

四 

発
振
器
で
あ
っ
て
、
自
己
較
正
等
機
能
を
有
す
る
も
の 

二
年 

 

（
新
設
） 
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（
技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
等
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 
登
録
認
定
機
関
は
、
別
表
第
一
号
の
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
委
託

す
る
場
合
は
、
当
該
試
験
の
実
施
に
関
す
る
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有

す
る
者
に
委
託
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
託
者
と
当
該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確

保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

受
託
者
が
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条

第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も

の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
（
第
五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
期
間
と
す
る
。
）
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る

こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項 

三
～
七 

（
略
） 

３
～
７ 

（
略
） 

 

（
帳
簿
） 

第
十
五
条 

法
第
九
十
六
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等

 

（
技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
等
） 

第
八
条 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

   

一 

（
同
上
） 

二 

受
託
者
が
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条

第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も

の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に

関
す
る
事
項 

  

三
～
七 

（
同
上
） 

３
～
７ 

（
同
上
） 

 

（
帳
簿
） 

第
十
五
条 

（
同
上
） 

 

一
～
五 
（
同
上
） 

六 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
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ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年

月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
っ
て
、

当
該
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器

等
を
使
用
し
た
年
月
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

旨
を
含
む
。
）
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正

等
の
方
法
が
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の

測
定
器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型

式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を

行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

七
・
八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
等
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

承
認
認
定
機
関
は
、
別
表
第
一
号
の
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
委
託

す
る
場
合
は
、
当
該
試
験
の
実
施
に
関
す
る
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有

す
る
者
に
委
託
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
託
者
と
当
該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確

保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

受
託
者
が
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条

第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も

の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
（
第
五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
表
の
上

ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年

月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方

法
が
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定
器

等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
、
製

造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た

者
の
氏
名
又
は
名
称 

   

七
・
八 

（
同
上
） 

２
・
３ 

（
同
上
） 

 

（
技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
等
） 

第
二
十
七
条 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

   

一 

（
同
上
） 

二 

受
託
者
が
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条

第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も

の
（
そ
の
較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
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欄
に
掲
げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
期
間
と
す
る
。
）
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る

こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事
項 

三
～
七 

（
略
） 

３
～
７ 
（
略
） 

 

（
帳
簿
） 

第
三
十
二
条 

法
第
百
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
の
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等

ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年

月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第
五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
っ
て
、

当
該
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器

等
を
使
用
し
た
年
月
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

旨
を
含
む
。
）
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正

等
の
方
法
が
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の

測
定
器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型

式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を

行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

七
・
八 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

関
す
る
事
項 

  

三
～
七 

（
同
上
） 

３
～
７ 

（
同
上
） 

 

（
帳
簿
） 

第
三
十
二
条 

（
同
上
） 

 

一
～
五 

（
同
上
） 

六 

技
術
基
準
適
合
認
定
の
た
め
の
審
査
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等

ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年

月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方

法
が
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定
器

等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
、
製

造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た

者
の
氏
名
又
は
名
称 

   
七
・
八 

（
同
上
） 

２
・
３ 
（
同
上
） 
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（
検
証
等
） 

第
四
十
一
条 

（
略
） 

２ 
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
様
式
第
十
二
号
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
一
項
の
検
証
の
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製

造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
（
当
該
測
定
器
等
が
第

五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
較
正
等
を
行
っ
た
年

月
日
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
測
定
器
等
を
使
用
し
た
年
月
日
ま

で
の
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
及
び
較
正
等

を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方
法
が
法
第
八
十
七

条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定
器
等
を
較
正
等
し
た

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造

番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名

称 

３
～
１１ 

（
略
） 

 

別
表
第
六
号 

修
理
の
確
認
の
手
順
（
第
四
十
五
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
四
項
関

係
） 

修
理
の
確
認
を
要
す
る
特
定
端
末
機
器
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
確
認
す
る
機

器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
試
験
を
行
い
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る

（
検
証
等
） 

第
四
十
一
条 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

   

一
・
二 

（
同
上
） 

三 

第
一
項
の
検
証
の
際
に
使
用
し
た
測
定
器
等
ご
と
の
名
称
又
は
型
式
、
製

造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た

者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
較
正
等
の
方
法
が
法
第
八
十
七
条
第
一
項

第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
測
定
器
等
を
較
正
等
し
た
法
別
表
第

三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較

正
等
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
較
正
等
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

    

３
～
１１ 

（
同
上
） 

 
別
表
第
六
号 

（
同
上
） 

 

（
同
上
） 
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こ
と
を
検
証
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 
試
験
は
、
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条
第
一

項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の

較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
第
五
条

の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
測
定

器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
）

以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。 

三 

確
認
す
る
機
器
の
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
た
場
合
は
、
当

該
試
験
の
実
施
に
関
す
る
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
受
託
者
と
当
該
試
験
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
取
り
決
め
る
。 

（１） 

（
略
） 

（２） 

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第

二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の

較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
第

五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期

間
と
す
る
。
）
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と

の
確
認
に
関
す
る
事
項 

（３）
・
（４） 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

 

 

一 

（
同
上
） 

二 

試
験
は
、
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条
第
一

項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の

較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の

も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。 

  

三 

（
同
上
） 

   

（１） 

（
同
上
） 

（２） 

法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
測
定
器
等
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第

二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
較
正
等
を
受
け
た
も
の
（
そ
の

較
正
等
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内

の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
確
認
に
関
す
る
事

項 

  
（３）
・
（４） 

（
同
上
） 

四
・
五 
（
同
上
） 
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様
式

第
1
2
号

（
第

4
1
条

関
係

）
 

様
式

 
（

略
）

 

注
１

 
設

計
に

つ
い

て
は

、
特

定
端

末
機

器
の

設
計

に
係

る
事

項
を

記
載

し
た

書
類

で
あ

っ
て

別
表

第
四

号
に

お
い

て
準

用
す

る
別

表
第

一
号

に
定

め
る

事
項

の

う
ち

確
認

機
器

の
用

途
、
構

成
、
機

能
及

び
仕

様
の

概
要

等
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

 

２
～

６
（

略
）

 

７
 

検
証

の
際

に
使

用
し

た
測

定
器

等
が

第
５

条
の

２
の

測
定

器
そ

の
他

の
設

備
で

あ
っ

て
、

当
該

測
定

器
等

の
較

正
等

を
行

っ
た

年
月

日
の

翌
月

の
一

日

か
ら

起
算

し
て

当
該

測
定

器
等

を
使

用
し

た
年

月
日

ま
で

の
期

間
が

一
年

を

超
え

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
。
ま

た
、
較

正
等

の
方

法
が

法
第

8
7
条

第
１

項
第

２
号

ニ
に

該
当

す
る

場
合

は
、
そ

の
測

定
器

等
を

較
正

等
し

た
法

別
表

第
三

に
掲

げ
る

測
定

器
等

の
名

称
又

は
型

式
、

製
造

事
業

者

名
、
製

造
番

号
、
較

正
等

を
行

っ
た

年
月

日
及

び
較

正
等

を
行

っ
た

者
の

氏
名

又
は

名
称

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

８
 

（
略

）
 

様
式

第
1
2
号

（
第

4
1
条

関
係

）
 

様
式

 
（

同
左

）
 

注
１

 
設

計
に

つ
い

て
は

、
特

定
端

末
機

器
の

設
計

に
係

る
事

項
を

記
載

し
た

書
類

で
あ

っ
て

別
表

第
四

号
に

お
い

て
準

用
す

る
別

表
第

一
号

に
定

め
る

事
項

の

う
ち

確
認

機
器

の
用

途
、
構

成
、
機

能
及

び
仕

様
の

概
要

等
を

記
載

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

２
～

６
 

（
同

左
）

 

７
 

較
正

等
の

方
法

が
法

第
8
7
条

第
１

項
第

２
号

ニ
に

該
当

す
る

場
合

は
、
そ

の
測

定
器

等
を

較
正

等
し

た
法

別
表

第
三

に
掲

げ
る

測
定

器
等

の
名

称
又

は

型
式

、
製

造
事

業
者

名
、
製

造
番

号
、
較

正
等

を
行

っ
た

年
月

日
及

び
較

正
等

を
行

っ
た

者
の

氏
名

又
は

名
称

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

    

８
 

（
同

左
）

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
電
気
通
信
事
業
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
較
正
又
は
校
正
（
以
下
「
較
正
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
端

末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
第
五
条
の
二
の
測
定
器
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
最
初
に
較
正
等
を
受
け
る
日
ま
で

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

13




